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午後１時０７分開会 

○渡辺ひであき委員長 それでは、ただいまから総

務委員会を開催させていただきます。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 まず初めに、私より記録署

名員２名を御指名申し上げます。 

  岡安委員、川村委員、よろしくお願いをいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○渡辺ひであき委員長 次に、議案の審査に移りま

す。 

  第１４５号議案 令和７年度足立区一般会計補

正予算（第９号）を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 恐れ入ります。補正予算案の概要

１ページを御覧ください。 

  今回は、一般会計９号補正となりまして、９５

億円余の増額でございます。 

  続いて２ページでございます。 

  歳入になりますが、１５番、国庫支出金で１９

億円余、１６番、都支出金で３０億円余、こちら

に加えまして、１９番、財政調整基金からの繰入

金として４５億円余の増額となっております。 

  続きまして、歳出５ページをお開きください。 

  内容は２点でございます。 

  まず１点目でございますが、国の重点支援地方

交付金を活用しまして、全区民を対象に１人当た

り１万円を支給する食料品等物価高支援給付金に

７５億円余。 

  続きまして、９ページでございます。 

  ２点目でございます。 

  こちらはゼロ歳から高校生年代までの児童手当

の受給児童を対象に、１人当たり２万円の物価高

対応子育て応援手当、こちらの支給に１９億円余

となっております。 

  なお、補正予算後の基金現在高は１１ページに

記載のとおりでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○渡辺ひであき委員長 何か質疑ございますか。 

○伊藤のぶゆき委員 今回、この国の重点支援の交

付金の活用ということなのですけれども、多分お

米券とかいろいろ話題になってて、いろいろな方

が足立区どうするのかということは聞かれてたと

思いますけれども、足立区この１万円、全世帯全

区民に給付するという、になりそうだよみたいな

話が多分町なかでやってると、本当に区民の方は

喜んでおりました。 

  やはりいつもらえるのかというのが、皆さんの

注目してたとこなのですけれども、今回初めてＡ

ＴＭで引き出しができるというシステムを使うと

思うのですけれども、これによって全家庭に振込

するよりかは、どれぐらい給付の全体的な日数が

短縮できるという計算になるのでしょうか。 

○福祉管理課長 今回のスキームですと、前回の給

付金で非課税と均等割のみの方については口座を

こちらで把握してますので、２月下旬以降に振込

ができますが、伊藤委員おっしゃったＡＴＭにつ

きましては、早くて３月中旬以降となります。も

しその方々も振込となりますと、多分、年度内に

振込は難しいと思いますので、４月とか５月に着

金になる可能性がございます。 

○伊藤のぶゆき委員 この予算案を見ますと、ＡＴ

Ｍで引出しをするのに少し手数料の問題とかもあ

るとは思うのですけれども、やはり今回に関しま

してはスピード重視ということで、私たち自民党

としてはこのやり方がいいのかなと思いますけれ

ども、１点だけちょっと言わせていただきたいの

が、今ＰａｙＰａｙ商品券で区内でいろいろ発行

されてる中で、やはりちょっと分かりにくいとか、
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使い勝手が悪いというか、やり方自体が分からな

い。やり方が分かればすごい喜んでいるのですけ

れども、やり方が少し分かりにくいという声を聞

いております。今回初めてＡＴＭでお金を引き出

すということですので、これをやっぱり高齢者の

方は当然ですけれども、より分かりやすく、より

丁寧に、送るときに内容をしてあげていただきた

いと思いますけれども、それについてはいかがで

すか。 

○福祉部長 その点の懸念、私たちも考えておりま

す。 

  セブン銀行の方で引き出していただく方につい

ては、通知を差し上げます。その通知の中に、こ

ういう操作なのですというようなところの図柄に

なるか写真になるか、ちょっとこれから検討なの

ですけれども、ビジュアルで分かるような形のも

のも含めて、見ていただければ分かるような形に

極力努力してやっていきたいと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 最後にします。 

  今回、このＡＴＭでこういうふうに給付ができ

るというやり方がうまくいけば、今後、給付の仕

方が少し変わってくるのかなということもあるの

ですけれども、これに伴って、多分、悪いやつら

が詐欺等々で考えることもあると思いますので、

今回給付が始まる、やるのもいいのですけれども、

詐欺対策に関してもしっかりと区で考えていただ

ければと思いますので、これは要望で構いません。 

  以上で終わります。 

○岡安たかし委員 この今回の補正に関しては、私

ども公明党は、区長に緊急要望出させていただい

た内容も盛り込んでいただいて、例えば素早く区

民全員に、また使い勝手がいいという意味では、

お米券とかもあるのでしょうけれども、クオカー

ドとか現金とかという、そういう選択肢も含めて

検討してほしいという中で決まった経緯でもあり、

中身に関しては我が党としては大いに賛成したい

ところではあるのですけれども、その方法ですよ

ね。区民への給付の方法について幾つかちょっと

お聞きしたいのですけれども、まずはがきが送ら

れる、あるいは封書が送られる。どっちなのです

か。はがきが送られるということでいいのですか。 

○福祉管理課長 その辺はこれから契約した後に詰

めますが、はがきですと圧着はがきとか、封書と

いうことで最初に申請をしていただくようなＱＲ

コードを記載したものを送る予定でございます。 

○岡安たかし委員 はがきなり封書なりが、非課税

世帯以外ですかね、全員に送られるわけですね。

中には本人に届かない懸念というのもあったり、

それは個人の問題でもあるのですけれども、アパ

ートなんか鍵が付いてないポストなんかは、もう

下手すると開いててですね、風か何かでだだ漏れ

になってるとこがあったり、誰かが抜いちゃった

りという懸念もある。ただこれに関しては、完全

に本人に渡すような郵便方法ですと、また手数料

も掛かるので、ちょっと難しいとこもあるのでし

ょうけれども、何らかの形で必ず本人に行き渡る

ように周知をするというか、そういうのを送って

るとか、分かるようにしてもらいたいのが一つと。 

  はがきにしろ、封書にしろ、書いて送り返すわ

けですよね、何かしらを。こういうショートメー

ルかＥメールをまた送ってもらうためのそういう

アドレスですとか、携帯電話番号とか書いて送る

ということでよろしいのですか。 

○福祉管理課長 基本はオンライン申請ということ

ですので、そこにＱＲコードがありますので、そ

こから入っていただいて、メール等で仮登録する

となりますが、口座振込を希望される方ですと、

そこに口座の振込の申請書をまた同封するか、ま

たはコールセンターの方にお電話いただいて申請

書を送るかということになる予定でございます。 

○岡安たかし委員 事前に聞いた説明が完全に固ま

ってない話だったのかもしれませんが、ショート

メールとＥメールで本人に通知が行くということ

が説明が受けました。そこにコードですとかお客
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様番号とか確認番号とかが書いてあると。当然こ

れオンラインでできない人もいっぱいいるわけで

す。高齢者とか非課税でない高齢者も２０％強い

らっしゃるということであれば、かなりのやっぱ

り人数的には相当な人数いらっしゃる。その方た

ちが、なかなかオンラインでできない場合、そう

いう封書とかで来た、あるいははがきで来て、そ

こにまた書いて返信というこのもうひと手間掛か

るときに、ちゃんとそこができるのかどうかとい

うのがさっき伊藤委員も言った、そこに何か詐欺

が生まれたり、手伝いますよなんていう、そうい

う人たちが出てきて、いろいろなことをやってし

まうという懸念もあるのですけれども、その辺の

対策も含めて検討というのはこれからするのか、

もう既にしたのか、ちょっとそこだけ教えてくだ

さい。 

○福祉管理課長 まずコールセンターを設置しまし

て相談をいただくのと、区の方にも申請の相談の

窓口というのを設ける予定でございますので、そ

こにお越しいただければ、申請書を書く場合はそ

の辺の丁寧な書き方とかの御説明もする予定でご

ざいます。 

○福祉部長 若干補足いたします。 

  そういう岡安委員の懸念、もっともかと思いま

す。高齢の方一人一人に呼び掛けていくというの

はさすがに難しいのですが、こういったものをお

送りしたタイミングで広報なのか、ホームページ

なのかあれですけれども、送っていると、分から

なければ必ずコールセンターというところを徹底

するような形には周知をさせていただきたいとい

うふうに思っております。第三者ではなくてコー

ルセンターに問い合わせてくださいという形は発

信していきます。 

○岡安たかし委員 あまり長くなっちゃうので短く

しますけれども、これ世帯で、例えばですけれど

も代表が子どもの分、赤ちゃんも含めて１人とい

うことであれば、親がまとめてということも可能

なのですかね。１人が全部、コードとか入れちゃ

えば引き出せるか、そういう可能なのですよね。 

○福祉管理課長 現在の想定ですと、世帯主の方が

世帯分まとめて１件の申請をするということにな

りますので、子どもの分を取るというよりも、世

帯全体の分を世帯主の方が受け取るというな、そ

んなような考えてございます。 

○岡安たかし委員 なかなか細かく考えれば考える

ほど、ちょっといろいろな懸念があるなという、

長くなっちゃうのでやめますけれども、代表的な

ＤＶの場合、逃げてる方とか、ちゃんと世帯分離

してなければ、そういうの取れちゃう可能性もあ

るのではないかなと思うのですけれども、この点

いかがでしょう。 

○福祉部長 ＤＶの方については、別途で対応させ

ていただきます。その専門の係もつくって対応さ

せていただく予定です。 

○岡安たかし委員 先ほども話しましたとおり、こ

のコードとお客様番号と確認番号さえ分かっちゃ

えば、誰でも取れちゃうわけですよね。Ａさんの

分をＢさんが、こういったところはもうちょっと

これ言いません。ちゃんと本当に考えてもらいた

いなと思うのが一つと、これちょっと細かくて申

し訳ないのですが、事前にちょっと説明を受けた

案内の中に１，０００円未満の受け取りのことが

書いてあるのですね。これは当然ないのですよね。

こんなことを書いたら、もうこれだけで多分、御

高齢者が混乱してしまいます。この点だけ。 

○福祉管理課長 岡安委員おっしゃるとおり１人１

万円ですので、１万円単位ということですので、

１，０００円未満のことはございませんので、お

渡しした資料は事業者のすみません、資料、多分

そのまま転記したもので申し訳ございませんでし

た。 

○太田せいいち委員 １点だけ、確認で混乱がない

ようにという意味で、確認を１点だけさせていた

だきますが、委託料の中でコンビニ銀行ＡＴＭ利
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用料ということが入ってるのですが、まずこれ支

払先はセブン銀行になるという理解でよかったか

どうかの確認なのですが。 

○福祉管理課長 太田委員おっしゃるとおりでござ

います。 

○太田せいいち委員 そうすると、セブンイレブン

さんは関わってないということだと思うのですけ

れども、容易に想像できるパターンとして、コン

ビニに行かれた方がそこのＡＴＭを利用する際に、

操作が分からなくて店員さんに問い合わせるとい

う可能性が大いに考えられるかなというふうに思

います。今回のこのスキームの中にセブンイレブ

ンさん入ってないし、恐らくそういうのを対応す

る義務はセブンイレブンの店員さんにはないかと

は思うのですけれども、極力その混乱を回避する

という意味で、簡単なＡＴＭの利用方法について

の使い方の案内等を店頭に置いておくことで、そ

の辺の混乱回避できるのではないかなというに思

うのですが、その点いかがでしょうか。 

○福祉部長 その辺の混乱もないように、先ほど申

したこちらからお送りするものの中に操作方法を

記載するのと、ＡＴＭの横に電話機が付いていま

す。あれが操作方法を対応するセブン銀行のコー

ルセンターにつながる電話になりますので、何か

疑問点があれば、その電話を使って聞いてくださ

いということもその御案内の中に併せて入れてい

きたいというふうに思っております。 

○太田せいいち委員 分かりました。 

  その辺の対応を取っていただいてるのは理解す

るのですが、恐らく高齢者の方とかやっぱ聞きや

すいすぐそこにいる店員さんに声を掛けるという

ことが容易に想像できるので、店員さんに混乱を

招かないためにも区としてできる対応は取ってい

ただきたいなというところだけ要望させていただ

きたいというふうに思いますので、お願いいたし

ます。 

  以上です。 

○福祉部長 今の件ですが、一応セブン銀行の方と

ちょっと話をしていて、ラインとしてセブン銀行、

セブンイレブン・ジャパンがあって、セブンイレ

ブン個店があるというような、そのグループ内の

系列があるので、こういったことが始めた場合、

対応してくださいというお願いベースにはなるみ

たいなのですけれども、声掛けがあるということ

なので、そのあたりで各店舗の方には御理解いた

だければというふうに思いますし、仮に苦情が来

た場合には、私どもで真摯に承りたいと思ってお

ります。 

○はたの昭彦委員 我が党が第４回定例会の代表質

問で、深刻な物価高騰から区民の暮らしを守るた

めということで、国が重点支援地方交付金の更な

る追加方針を示していることから、一刻も早く補

正予算を含めて対応すべきということで、代表質

問で求めたところ、区の方ができる限り早く検討

を進め、速やかに支援ができるよう取り組むと答

えていただいて、今日の臨時会、そして補正予算

提案になったということは非常に歓迎したいと思

います。 

  その上で、やはり先ほど出てましたけれども、

区民の方に一刻も早く届ける必要があるというふ

うに私たちも思います。とりわけ住民税非課税世

帯や均等割世帯、なかなか暮らしが困難な方につ

いは、２月下旬ということで一般的に言うとちょ

っと遅いかなと区民の皆さんからやっぱり言われ

る、区民の皆さんの方から感覚からすると遅いの

ではないかなというふうな気がするのですね。た

だ７０万人という人口を抱える自治体として、時

間掛かってしまうというのはやむを得ないという

ことも一方ではあると思うのですが、例えばコロ

ナの給付金のときに、江戸川区が特別窓口を開い

て、困窮している住民の方から直接電話相談を受

けてるところについては、窓口で現金を給付した

ということが過去に取組としてあったのですけれ

ども、そういう緊急的な対応というのは、区とし
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てはできないものでしょうか。 

○福祉部長 結論から言うと、今の時点ではそのよ

うな対応は考えておりません。 

  江戸川区の確かに現金で給付をしたということ

があったようなのですけれども、結果、大部分の

方々への手続が遅くなってしまったということが

あったようなので、この今回の件については２段

構え、最初に口座振込、２番目にＡＴＭ送金とい

う形で取らせていただきたいと思っております。 

○はたの昭彦委員 事情は分かるのですけれども、

２月下旬以降ありきではなくて、一刻も早く届く

ように、間違ってはいけませんけれども、その努

力はしていただきたいと思います。 

  それと、先ほども岡安委員の方から出たように、

私はＤＶ被害者については住民票を移動してなく

て、居どころが移動してないということで大丈夫

だからということで、先ほど別の対応をするとい

うお話だったのだけれども、それについては改め

てしっかりやっていただきたいのですけれども、

いかがでしょうか。 

○福祉部長 特別対応係というのを別途に設けます。

一応お申出いただくことから始まりますが、お声

をいただければ丁寧に対応させていただきたいと

思います。 

○はたの昭彦委員 すみません、最後ちょっと細か

いことなのですけれども、食料品物価支援給付金

の方の通信運搬費の振込事前案内発送料金が１件

当たり１１０円なのに対して、子どもの方の事前

案内が１件当たり９６円というこの値段の差は、

どこから★★ものなのか、確認だけさせてくださ

い。 

○福祉管理課長 郵便局に郵送物を持ち込む際に、

１００通以上ですと割引で９６円というふうにな

りますが、それ以外ですと通常１１０円の料金で

ございます。 

○はたの昭彦委員 でもそうすると、あれではない

ですか。食料支援の方も１００通以上ではないの

ですかね。 

○財政課長 全てが１００通以下ということでは想

定はしてございませんが、初めて行うケースもご

ざいますので、緊急の対応というところも多々出

てくる可能性もありますので、少し可能性という

ところを考慮いたしまして、少し多めに予算の方

は見させていただいてるとこでございます。 

○福祉部長 そういった件、宛名と違うとこに送っ

て１件対応するとか、区外に送るというケースも

出てくるかもしれませんので、その場合ちょっと

１１０円掛かってしまうというところでございま

す。 

○川村みこと委員 ＡＴＭを用いた新たなスキーム

につきまして、茨城県水戸市などで先行事例があ

るというふうに伺いましたけれども、やはり心配

されるのが詐欺などの被害の相談ですとか、これ

が振り込め詐欺というふうに思って、これは区か

らのものではないというふうに認識される心配が

ないかというところだと思いますけれども、先進

自治体では、そのような事例はありませんでした

でしょうか。 

○福祉部長 結論から言うとないということでした。

今朝ほど江戸川区も住民税の★★給付がこの仕組

みで行っているようなので、直接セキュリティー

見たのですけれども、そういった事例はないとい

うことでございます。 

○川村みこと委員 その心配は最初伺ったときはし

ておりましたけれども、今、先進事例でもないと

いうことですので、迅速に支給をできるというと

ころではこの新たなスキームは非常にすばらしい

ものだなというふうに思います。 

  そして確認をさせていただきたいのが、ＡＴＭ

受け取りを希望する区民からの申請書返送の料金

に１件当たり１３６円で、５割がオンライン申請、

５割がこの紙での返送ということを見込んでいる

かと思います。これが更に半分７５％オンライン

にできれば、１，０００万円近く費用が削減でき
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るのかなというふうに思いまして、少しでもでき

る方はオンラインにお願いしていく必要があるか

と思います。 

  このあたりについての周知ですとか、想定はど

のようにされておりますでしょうか。 

○福祉管理課長 川村委員おっしゃるとおり、極力

オンラインで御申請いただきたいと思ってます。

１月２５日号の広報でも詳しくお知らせしますし、

ホームページ等も随時更新して、その辺はオンラ

インの方が利便性が高いということもアピールし

て、そちらの方に申請いただくように進めてまい

りたいと思います。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  このＡとＢ、例えば紙ベースでの返送と、二つ

目はオンラインの申請がありますよというような、

どちらかでというようなやり方をしては、やっぱ

り紙が送られてきたのでそれを返送しようという

ふうになってしまう方も多くいらっしゃるかと思

います。ですので、是非このまずはオンライン推

奨というか、オンラインお勧めですというのが分

かるような形で、区民の皆さんにとっても迅速と

いうところでもメリットがあると思いますし、区

としても経費削減というところで大きなメリット

があると思います。このようなメリットがあるの

で是非協力してねと、こちらがお勧めですよとい

うのが分かるような形で周知をお願いしたいと思

いますので、これは要望させていただきます。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○へんみ圭二委員 セブン銀行のＡＴＭを利用する

ことによる事務費というのは、ほかの方法と比べ

てどれぐらい違うのでしょうか。 

○財政課長 事務費５億４，０００万円余というこ

とですが、コンビニ銀行のＡＴＭを使用した場合

の経費、少し混じっているものもあるので、純粋

にということではないのですが、コンビニのもの

だけ抜き出しますと２億８，０００万円ほどとい

うことになりますので、割合でいうと約半分ぐら

いが含まれております。ただ郵送手数料ですとか、

その対象世帯というところがまた移動するという

こともありますので、純粋にはその数字がイコー

ルということはないですけれども、やっぱり一定

程度掛かっているというところは事実でございま

す。 

○へんみ圭二委員 過去の方法と比べて、１件当た

りどれぐらいの金額が違うのかというのは算定さ

れているのでしょうか。 

○財政課長 これは単純に、対象世帯数を事務経費

で割ったという数字にしかならないところであり

ますが、直近で行った令和６年度の給付金に関し

ましては、約１世帯当たりのコストが１，７５０

円でございました。今回１世帯当たりのコストを

計算しますと約１，４００円となりますので、一

定程度対象世帯数が多いというところが影響はし

て、少し抑えられているように見えるかと思いま

す。 

○へんみ圭二委員 資料の中で、コンビニ銀行ＡＴ

Ｍ利用経費として１件３２０円となっていて、そ

の上で口座振込手数料だと１件１２６円なのです

が、ここで２００円差が出てるという理解よろし

いのですか。 

○福祉部長 これ厳密に言うと、１件当たり送金す

るのに当たって、セブン銀行の場合は２００円で

す。なので、銀行の口座、振込手数料的なもので

すね、と比較すると７４円ですか、の差があると。

ここ３２０円の記載になっているのは、セブン銀

行の仕組みを使うに当たって初期費用みたいのが

もう入っているので、それをすみません、加えて

対象人数で割った数が３２０円ということでござ

います。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  １件当たり七十何円、セブン銀行を使った場合

に高くなってしまうけれども、ただ様々なスピー

ド感ですとか勘案した結果、七十何円高くなって

でもそちらの方がいいという判断をされたのだと
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思いますが、そのあたりの計算というのはどのよ

うになってるのですか。 

○福祉部長 七十何円のところの俗っぽい言い方に

なりますが、お金で時間を買ったというような形

になります。精緻に時間当たり幾ら短くなったと

いうとこまでは、すみません、細かくは出しては

いないのですけれども、これをやることで速くな

ることは間違いないというところが見えてました

ので、ここは経費は少し銀行振込よりは掛かるけ

れども、時間の速さの方を取らせていただいたと

いう判断でございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  今回、一律で全区民に１万円ということですけ

れども、過去このような形で区独自で一律給付と

いうのは行った事例というのはあるのでしょうか。 

○財政課長 こちらで把握してる限りでは、今回の

ようなケースはなかったかと思います。 

○へんみ圭二委員 とすると確認ですけれども、今

回の判断というのは区としても前例のない判断だ

ということでよろしいですか。 

○財政課長 この規模で全区民向けにということで

あれば、前例はない、初めての取組かと理解して

ございます。 

○へんみ圭二委員 これまで足立区政は、限られた

財源を必要な人にどう届けるかということを財政

的に行ってきた区であるというふうに思いますけ

れども、これまでは様々な危機的状況があっても、

対象を絞るという判断を行ってきたのだと思いま

す。 

  一方で今回は、この物価高を理由として全区民

に１万円を配る、一般財源４５億円を投入すると

いうことですから、高所得者層も含めて一般財源

を投入する★★ということについて、これまでの

過去の様々な危機的状況と今回の物価高というこ

とについては、この対応の違いというのは、どの

ような根拠があるのかというのを具体的にお示し

いただきたいと思います。 

○財政課長 今回、国から交付金を頂くというとこ

ろに当たりまして、国の方で示した取扱いの対象

というところを最初から拝見をしてございますが、

そういった中にエネルギー食料品価格等の物価高

騰の影響を受けた生活者、事業者に対しというこ

とで、今までの通知等であれば特に影響を受けた

低所得の方ですとか、子育て世代の方ということ

で限定されておりましたが、まずそこがない、幅

広く全ての方に影響が及んでいるというところが

前提となってございましたので、区としてもやは

り対象は絞らず、全区民ということでいくべきだ

というところが１点ございました。 

  また、それを実現できるかどうかという財政的

な裏づけというのも当然必要でございますので、

そちらについても併せて検討を進めておりました。

今回前年度からの決算剰余金というものがある程

度入ってまいりました。それを今直近で一番重点

化すべきところに充てていくという考えの中で、

目下、今般やはり長引く物価高騰の影響を受けた

全区民の方向けの支援というところが国も示して

いる、区としてもそれを後押しする必要があると

いう判断に至りまして、今回このような形で取り

組ませていただきたいと提案させていただいてご

ざいます。 

○へんみ圭二委員 物価高が全区民に広く影響して

いるということでの判断だということですけれど

も、この今回の判断というのは、再分配では対応

できなかったということについて、どのような理

解をすればいいのかなというのが難しいところで

はあるのですが、その点についてもう少し説明い

ただけますか。 

○財政課長 再分配というところの意味合いが少し、

申し訳ございません。 

○へんみ圭二委員 例えばほかの区ですと、一律で

３，０００円から５，０００円を給付した上で、

もっと生活に影響が出ている方々に対して加算を

するということを行っているところがあります。
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そういうやり方もある上で、足立区としては一律

高所得者層にも配らなければいけないという状況

は、どのような根拠があるのかということをお示

しいただきたいと思います。 

○区長 根拠というと、かなり数字的なことをお求

めかとは思うのですけれども、なかなかその数字

でというのは厳しいかとは思いますけれども、こ

の間、様々な区民の声をいただく中で、一つは、

苦しいのは非課税均等割世帯ばかりでないと、か

なり高額所得の世帯であってもお子さんの人数で

すとか、例えば、私立の大学、大学院に行かせて

いる、今が一番経済的に厳しいのですというよう

なお話があったり、それと税金を納めてらっしゃ

る御家庭の方からも数多く、このところの区の支

援、国の支援は押しなべて低所得者のみの支援に

なっていると。そろそろそういったところを少し

広く考えてもらえないかというお声もたくさんい

ただいておりました。 

  その中で、世帯がどういう世帯が一番厳しいの

か、高額所得者というのはどこから高額所得で、

どういう状況だと物価高騰の影響というのが及ん

でないのか、小さいのかといったところを細かく

見ていけば見ていけないこともないと思いますが、

それには一定程度の時間も掛かりますし、システ

ム改修等の経費も今まで以上に掛かるというよう

なことを考えますと、今回、このような形で御対

応させていただいて、今まで多く御指摘を区民の

方からもいただいていた低所得者だけに限らない

支援ということで今回大きく踏み出したと。一般

財源をこれだけ投入するわけでございますので、

区としても前例のない、正にそのとおり厳しい選

択ではございましたけれども、これだけ物価高の

影響が長引いているということの中で、基礎自治

体として一つ判断を下したというところでござい

ます。 

○渡辺ひであき委員長 へんみ委員、そこから先は

考え方の違いになると思いますので、別の視点で

質問されるのであれば。 

○へんみ圭二委員 今区長がおっしゃってたように、

全区民が等しく影響を受けているということもあ

るかと思いますけれども、そういうことも踏まえ

て今回の判断というのは、これからの足立区政の

財政的な考え方の方針転換になるのか、それとも

今回は例外的な判断になるのか、今後に重要な視

点だと思いますから、その点をお聞かせください。 

○区長 これだけの財政規模の支援というのを、そ

う頻繁にできるわけではありません。かつても区

が独自に支援をしたときに、必ずその後に、あの

ときやれてなぜやれないのかと、議会からも多大

な御指摘もいただいたわけですけれども、そうい

うところを経ながら、今まで優先順位を考えて財

政運営した、今ようやく何とか今回、財政調整交

付金の中から絞り出せることができましたので、

決してこういうことが★★できるわけでもありま

せんし、正に国の財政自体も大変厳しい状況にな

っている中で、基礎自治体が安定的な財政運営を

行っていくことは不可欠なことでございますので、

決して漫然とするわけではなく、例外的な措置と

して、これからも健全な財政運営は厳しくチェッ

クをしながら、議会の皆様方の御指導も賜って進

めてまいりたいと思っております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  最後に、区長に今おっしゃっていただいたこと

についての最後の確認なのですけれども、この物

価高というのがいつまで続くか分からないという

中で、これからも同様の物価高が続いた場合にあ

っても、今回のような一律給付というのは行わな

いということでよろしいでしょうか。 

○区長 一応、状況を見ませんと、今過程では申し

上げられません。また今回も区独自でとはいいま

しても、国がこういった方針を出して予算を付け

たということの中で、自治体として判断したとい

うことでございますので、これからも国や東京都

の状況を見ながら、区としてそのときそのときで
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一つ一つ判断していくということに尽きるかと思

います。 

○渡辺ひであき委員長 よろしいですか。 

○へんみ圭二委員 一律給付は行わないということ

でよろしいですかと伺ったのも、やはりあのとき

やったではないかという意見が出てくるというの

が一番今回、危惧するところでありまして、そう

いうことが起きないように、今回は特別なのだと

いうことを、しっかりとここで言及していただい

た方がいいのかなということで質問させていただ

きました。 

  私としても、今回は賛成をする方針ではありま

すけれども、やはり今後の区政運営を考えた上で、

今回は特別なのだということは、やはり議会とし

てもしっかり示していく必要があるかなというこ

とを考えております。 

  以上です。 

○渡辺ひであき委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○伊藤のぶゆき委員 賛成で。 

○岡安たかし委員 国からの予算が５，０００円程

度というところに、★★からプラスアルファして

いただいて、区民全員にという英断をしていただ

いたことにまず感謝したいと思います。 

  その上で、短い期間でセブン銀行という私ども

会派としても思いも付かなかったこういう仕組み

を考えていただいたこともすばらしいと思います。

少しでも早くということで。ただ、先ほど来いろ

いろな委員からあった懸念事項を、もうしっかり

と対応していただいて、中には銀行口座に振り込

んでほしいという方もいると思います。そういう

方にも丁寧に寄り添うとか、しっかりと一人一人

に確実に届けてもらうということをお願いしまし

て賛成です。 

○はたの昭彦委員 賛成ですけれども、本会議で討

論させていただきます。 

○へんみ圭二委員 賛成です。 

○川村みこと委員 物価高騰ということでは、低所

得者も高所得者も影響を受けていると思います。

お米券などとする自治体もある中で、自主財源を

使って全区民に一律で現金給付をするというのは、

非常に有効な施策だと認識をしております。また

迅速にということで、新たなスキームを導入した

という点についても評価したいと思っております。

是非迅速、丁寧に進めていただきたいと思います。

賛成でお願いします。 

○土屋のりこ委員 今回、区も努力をされたという

ことは分かるのですけれども、１人１万円という

金額では本当に焼け石に水というか、今本当に物

価高で大変な中で、社会保障料も上がっていくと

いうふうな中で、やっぱり１万円ということでは

なかなか本当に生活を救済する効果がどれだけ持

てるのかということは、クエスチョンを持つので

すけれども、そのあたり今後どういうふうにこれ

を継続して支援していくのかというあたりは、是

非考えていただきたい、考え続けていただきたい

ということを併せて求めて賛成します。 

○渡辺ひであき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本案は原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○渡辺ひであき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  以上で総務委員会を終了いたします。 

午後１時４１分閉会 

 


